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「半田病院だより」は、平成 20 年ごろまで院外への広報紙として発刊され

ておりましたが、諸般の事情で途絶えておりました。今回、新たに「つるぎ

町立半田病院だより～リニューアル～」として再発行をすることにいたしま

した。これは、地域包括ケアの推進が叫ばれる中、地域の医療機関や介護施

設などとの連携を推し進めるためにも、改めて、半田病院の現状を地域の関

係者の皆様、また、住民の皆様にご理解いただきたいという思いからであり

ます。 

それでは、再発行を受けて、最近の病院での変革をお知らせいたします。 

 

 

この度、病院理念・基本方針を別表のごとく

新しくいたしました。これは、地域医療構想が

叫ばれる中、人口減少と高齢化の問題を抱える

当徳島県西部医療圏での当院の役割をより明

確にし、改めて地域のために存在する病院とし

て歩むという決意の表明です。 

    

 

理   念  

安心と信頼、そして 地域と共に歩む 

基本方針 

1. 患者さんに安全・安心・納得のできる医療を目指します。 

2. 地域に信頼され、温もりのある病院を目指します。 

3. 地域の保健・医療・福祉機関と連携し、在宅医療の拡

充と住民の健康増進を目指します。 

4. 公営企業として、健全経営を目指し、地域に安定した良

質な医療を提供します。 
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また、この理念と基本方針と推進すべく、患者さんの権利と義務も明文化致しました。これには、地域の皆様にも半

田病院が地域の安心の支えとなって存続できるようにご協力いただきたいとの願いがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

患者さんの権利と義務 

すべての患者さんは、人格を尊重した思いやりのある医療を受ける権利があります。 

また、患者さんにも、積極的・主体的に医療に参加していただくための義務もあります。 

つるぎ町立半田病院では、この考えに基づき、以下に、「患者さんの権利と義務」を制定し、安心して医療を

受けられる環境を目指します。 

1.良質な医療を受ける権利  

(1) 患者さんは、公平で適切な医療を受ける権利を有します。 

(2) 患者さんは、常にその最善の利益に即して治療を受けるものとし、その治療は、一般的に受け入れられ

た医学的原則に沿って行われるものとします。 

(3) 医療者は、医療の質を保証する責任を担います。 

2.医療に関する説明や情報提供を受ける権利 

患者さんは、病名、病状、検査・治療方法、予後などについて、分かりやすい言葉や方法を用いて、十分な

説明や情報提供を受けることができます。 

3.自己決定の権利 

(1) 患者さんは、十分な説明や情報提供を受けた上で、治療方法などを自らの意志で選択する権利を有

します。その際には、他の医療機関での診断（セカンド・オピニオン）を受けたいというご希望も尊重されます。 

(2) 事前指示書、臓器提供に関しての書類等、今後の治療に関してのご要望をお持ちの患者さんは、ご提

示ください。 

4. 診療記録（カルテ等）の開示を求める権利 

(1) 患者さんは、自分の診療に関する記録（カルテ等）について、閲覧、複写などの開示を求める権利が

あります。 

(2) 開示に際して、その内容の説明を求める権利も有します。 

5.秘密の保持に関する権利 

患者さんの個人情報は保護されます。 

6.意見や苦情を表明する権利 

患者さんは、意見や苦情を表明する権利があります。 

7.患者さんに求められる義務 

(1) 患者さんは、自身の健康に関する情報（既往歴・家族歴・アレルギー歴等）をできるだけ正確に医療

従事者に提供し、病院と協力して療養の効果を上げるように、心がけていただかなければなりません。 

(2) 患者さんは、他の患者さん達も、安心して医療を受けられるよう、病院の規定と指示に従っていただかな

ければなりません。 

(3) 患者さんには、診療に関わる費用に関してお支払いしていただく義務があります。 
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今後、このコーナーでは、病院の各部門ごとの取り組

みをご紹介していきたいと思います。第１回目として、半

田病院の幹部会をご紹介します。 

幹部会は、病院事業管理者・病院長・副院長・看護

部長・事務長・総務主幹・医事課長により構成され、毎

朝（平日）ミーティングを行い、日々病院内外で起きる

様々な事案について検討を行っている会議です。患者さ

んからのご意見・ご批判をいただいたことも、この幹部会で

検討し、適時、改善していくように努めております。 

 

沖津管理者： 

平日の毎朝ミーティングを開き、幹部一同で病院の運営について協議するとともに、相互のコミュニケーションを図っていま

す。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。 

須藤病院長： 

 この毎朝の幹部会を通じて、日々の病院業務の改善に努力するとともに、貴重な御意見を頂いた患者・住民の皆様の

意向も取り入れてまいりたいと思います。 

中矢副院長： 

 地域医療を維持していくために努力します。 

仁木副院長： 

 体調不良でお休みを頂き、ご迷惑をおかけしておりました。9月より復帰の予定です。よろしくお願い致します。 

長尾看護部長： 

 今看護が大きく変わってきており、流れに付いていくのは大変ですが、職員の大半を占める看護部皆が協力して、地域か

ら信頼され、期待される病院作りに頑張っています。 

鎌村事務長： 

 県西部地域の将来展望を踏まえ、当院が公立病院として地域と共に在り続けるためには、今後の医療需要に即対応し

た医療体制の整備に加え経営効率化が必須と考えます。 

丸笹総務主幹： 

 当院の財政・庶務・施設の保守・システム管理を業務とする総務課の代表として幹部会に参加しています。患者さんに満

足してもらえるような医療を提供することを第一目的にしつつ、職員の働きやすい職場環境づくりに努力していきます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

逢坂医事課長： 

 私達医事課職員は、患者の皆さんができるだけスムーズに診察を受けていただけるようサポートしています。課を代表して

幹部会に出席し協議を重ねています。 

    

中矢副院長・仁木副院長・沖津管理者・須藤病院長 

丸笹総務主幹・逢坂医事課長・鎌村事務長・長尾看護部長 
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